
 

バーチャルな無人島ライフと「リアルな税金」 

 

 ニンテンドースイッチのゲームソフト「あつまれ どうぶつの森」（以下、一般的略称の「あつ森」と

します。）が大人気を博しています。 

 

このゲームの舞台は無人島で、プレーヤーは無人島での生活を様々な価値観でエンジョイして楽しみ

ます。無人島では釣りに夢中になっても、昆虫採集に励むことも可能です。家具を集めて自宅を飾って

みたり、自分で服をデザインしたりすることもできます。花を交配させて色とりどりの庭園を造ること

も、ゲーム内の投資で（ゲーム内でのみ流通する）お金を稼ぐことも、川に橋を架けるといった島のイ

ンフラ整備にまい進することも自由にできるため、外出が制限される日々で自由な箱庭を得られること

から、全世界的な人気となっているようです。日本経済新聞２０２０年 5 月３１日の記事によると、３

月２０日の発売からの１２日間で全世界１,１７７万本を販売したそうで、大ヒットを記録しています。 

 

「あつ森」の人気の遊び方には、上記のほかに、ネットワーク上でリアルな友人プレーヤーの島に遊

びに行ったり、逆に迎えたりする交流の機能があり、ゲーム内の生活を楽しむ側面と、ネットを通じて

リアルな友人たちと交流できる両面を備えています。そのため、ＳＮＳに類似した仮想のコミュニティ

ーが全世界１，０００万人規模で出来上がりつつあると注目され、大手ファッションブランドが自社の

新デザイン商品をゲーム内のアイテムとして同時発表して広告宣伝に利用する等、多くのビジネスが注

目するコンテンツになっています。 

 

空前の大ヒット作となっているあつ森は、発売から 3 か月が経ち、新たな遊び方が生まれてきていま

す。ゲーム内のキャラクター達の人気が絶大になるにつれて、それをコレクションするプレーヤーが数

多く出現しました。それに伴い、ゲーム中のキャラクターやアイテムなどを現実の世界で流通する現金

で売買するＲＭＴ（リアルマネートレード）が行われているに至っています。 

 

ゲームのキャラクターをネットワーク上で売買する行為を、ゲームの発売元の任天堂は禁止している

ため、当該行為は利用規約違反になるそうです（日本経済新聞６月１４日）。不法行為から生じた利得で

あっても課税の対象になるのが所得概念であることから、ＲＭＴで儲けがあれば課税されることになる

と考えられます。 

 

現時点で明確な指針は存在しないためあくまでも予想になるのですが、競馬の馬券の払戻金に係る課

税関係を参考に、取引の期間や回数、頻度等を総合的に勘案して、一時所得ないしは雑所得として課税

されるのではないかと思います。仲介を行う者は、仲介役務提供の対価に対して課税されることになる

のではないでしょうか。また仲介役務提供は消費税の課税対象にもなると思われます。 

 

今回取り上げたＲＭＴに関する課税関係は、明確にされていないため、実務上で判断に困る可能性が

あります。今後取扱いの指針が国税庁から発表されるかもしれませんので、その際は再度エクラ通信で

取り上げてみたいと思います。 
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